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◆
従
来
通
り
に
補
助
金
も
使
え
る

　

自
治
省
の
財
政
措
置
方
針
（
表
１
参
照
）
に
よ
る

と
、
補
助
金
や
地
方
債
に
つ
い
て
、
従
来
の
公
共
事

業
と
同
様
に
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
も
活
用
で
き
る
仕
組
み

に
な
っ
て
い
る
。こ
れ
に
よ
っ
て
、財
政
事
情
が
ひ
っ

迫
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
社
会
資
本
整
備
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
地
方
公
共
団
体
は
、
初
期
投
資
額

を
抑
え
な
が
ら
財
政
能
力
以
上
の
事
業
を
こ
な
す
こ

と
が
可
能
と
な
っ
た
。
ま
た
、
建
設
業
界
な
ど
も
、

魅
力
的
な
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
提
案
す
る
こ
と
に
よ
っ
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民
間
の
資
金
と
ノ
ウ
ハ
ウ
で
公
共
施
設
を
建

設
し
運
営
管
理
す
る
Ｐ
Ｆ
Ｉ
法
（
民
間
資
金
等

の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
の
促
進
に

関
す
る
法
律
）
が
平
成
十
一
年
九
月
に
施
行
さ

れ
て
九
カ
月
が
経
過
し
た
。
今
年
三
月
に
な
っ

て
総
理
府
が
「
実
施
基
本
方
針
」
を
、
自
治
省

が
「
財
政
措
置
方
針
」
を
打
ち
出
し
、
よ
う
や

く
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
全
容
が
見
え
て
き
た
。
日
本
Ｐ
Ｆ

Ｉ
協
会
に
よ
る
と
、
今
年
三
月
末
現
在
で
一
省

二
十
五
都
道
府
県
が
七
十
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
検

討
し
て
い
る
と
い
う
。
さ
て
、本
県
で
は
、ど
の
よ

う
に
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
対
応
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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実施基本方針、財政措置が決まり条件整う

①通常当該施設を地方公共団体が整備する場合に国庫補助負担制度がある事業について
は、ＰＦＩ事業で整備する場合も同等の措置が講じられる。

②国庫補助負担金が支出されるＰＦＩ事業は、内容に応じて直営事業の場合と同等の地方
債措置、または交付税措置を講じる。

③地方公共団体がＰＦＩ事業者に対して施設整備費相当分の全部、または一部を支出する
場合、地方公共団体の直営事業の場合と同種の地方債をその財源にできる。直営事業
の場合に当該地方債の元利償還金に対し交付税措置を講じている場合は同様の交付税
措置を行う。

④地方公共団体がＰＦＩ事業者に対し後年度に整備費相当分の全部、または一部を割賦払
い、委託料の形で分割支出する場合、地方公共団体の直営事業の場合の地方債の充当
率、交付税措置率を勘案し均等に分割し一定期間交付税措置を行う。

（表１） ＰＦＩ事業にかかわる財政措置の要点
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て
、
公
共
事
業
抑
制
の
環
境
の
中
で
も
ビ
ジ
ネ
ス

チ
ャ
ン
ス
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

　

イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
で
あ
る
が
、
イ
ギ
リ

ス
で
は
行
政
側
が
民
間
事
業
者
に
財
政
支
援
を
行
う

こ
と
は
原
則
的
に
な
い
。
そ
れ
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は

当
初
か
ら
「
小
さ
な
政
府
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
目

的
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
景

気
対
策
と
し
て
導
入
さ
れ
た
色
合
い
が
濃
く
、
補
助

金
や
地
方
債
の
支
援
が
講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、

イ
ギ
リ
ス
版
Ｐ
Ｆ
Ｉ
と
は
出
発
点
か
ら
様
相
が
異
な

る
こ
と
に
な
る
。
我
が
国
で
は
民
間
で
も
や
れ
る
こ

と
ま
で
第
三
セ
ク
タ
ー
と
称
し
て
行
政
が
行
っ
て
き

た
土
壌
が
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
民
間
が
担
え

る
条
件
は
整
っ
て
い
な
か
っ
た
。
補
助
金
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ

事
業
に
使
え
な
け
れ
ば
、
地
方
公
共
団
体
側
は
あ
え

て
面
倒
な
手
法
を
導
入
す
る
気
に
は
な
れ
ず
、
民
間

事
業
者
も
資
金
調
達
コ
ス
ト
が
大
き
く
な
り
公
共
事

業
で
行
う
場
合
の
コ
ス
ト
と
太
刀
打
ち
で
き
な
い
。

日
本
版
Ｐ
Ｆ
Ｉ
が
、「
実
施
基
本
方
針
」（
表
２
参
照
）

の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
五
原
則
に
則
っ
た
事
業
内
容
に
な
る
に

value
for
m
oney

は
、
Ｖ
Ｆ
Ｍ
（           
    
＝
最
小
費
用
に
よ

る
最
大
効
果
）
を
行
政
側
と
民
間
事
業
者
側
が
ど
こ

ま
で
徹
底
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
に
か
か
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。

◆
民
間
の
創
意
工
夫
を
生
か
す

　

日
本
Ｐ
Ｆ
Ｉ
協
会
に
よ
る
と
、
国
内
で
す
で
に
七

十
の
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
が
名
乗
り
を
上
げ
て
い
る
。
し
か

し
、
実
施
基
本
方
針
と
財
政
措
置
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
は
今
年
三
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の

中
に
は
「
Ｐ
Ｆ
Ｉ
も
ど
き
」
も
相
当
多
く
含
ま
れ
て

お
り
、
厳
密
な
意
味
で
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
と
呼
べ
る
も
の

は
そ
う
多
く
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。県
内
で
も
、

市
庁
舎
、
学
生
寮
、
高
齢
者
住
宅
な
ど
の
建
設
と
運

営
管
理
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
乗
せ
よ
う
と
検
討
し
て
い

る
自
治
体
も
あ
る
。
県
も
文
化
施
設
の
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
、
千
葉

市
は
「
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
・
計
量
検
査
所
複
合
施

設
」
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
行
お
う
と
、「
募
集
要
項
」
を

定
め
て
取
り
組
ん
で
お
り
、
国
内
初
の
本
格
派
Ｐ
Ｆ

Ｉ
事
業
と
言
え
そ
う
だ
。
民
間
側
に
求
め
る
提
案
書

の
審
査
項
目
と
配
点（
表
３
参
照
）が
明
ら
か
に
な
っ

て
お
り
興
味
深
い
。
計
量
検
査
所
と
い
う
公
的
施
設

と
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
と
い
う
民
間
の
発
想
を
取
り
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１．ＰＦＩ事業の５原則
①公共性原則（公共性のある事業）
②民間経営資源活用原則（民間の資金、経営能力、及び
技術的能力を活用して行う）
③効率性原則（民間の自主性と創意工夫を尊重し、効率
的かつ効果的に実施）
④公平性原則（事業選定、民間事業者の選定は公平性を
担保）
⑤透明性原則（事業の発案から終結に至る全過程を通じ
て透明性を確保）

２．民間事業者の発案によるＰＦＩ事業の選定等の基本的
事項
①（一般的事項）民間事業者に行わせることが適切なもの
は、できる限り実施を民間事業者にゆだねる。
②（実施方針の策定）民間事業者から発案のあった事業
は、積極的に取り上げて必要な措置を講ずる。
③（ＰＦＩ事業の選定）公共サービスが同一水準にある場
合は公的財政負担の縮減を期待できること、公的財政
負担が同一水準にある場合は公共サービス水準向上が
期待できること等を選定基準とする。
④（同上）公共サービス水準の評価は、できる限り定量的
に行うことが望ましいが、定量化が困難なものを評価
する場合においては、客観性を確保した上で定性的な
評価を行う。

３．民間事業者の募集及び選定に関する基本的事項
①（一般競争入札）会計法令の適用を受ける契約に基づい
て行われる事業を実施するＰＦＩ事業者の選定は一般
競争入札を原則とする。
②（仕様）募集は、提供されるべき公共サービスの水準を
必要な限度で示すことを基本とし、構造物、建築物等
の具体的な仕様の特定は必要最小限にとどめる。

 
４．民間事業者の責任の明確化、事業の適正かつ確実な

実施
①（リスク分担）公共施設の管理者等は、実施方針で公共
施設等の管理者等の関与、リスク及びその分担をでき
る限り具体的に明らかにする。
②（協定）公共施設の管理者等は、協定等でサービスの内
容と質、サービス水準の測定と評価方法、料金及び算
定方法、当事者双方の負う債務の詳細並びにその履行
方法、当事者が協定等の規定に違反した場合に事業の
修復に必要な適切かつ合理的な措置、債務不履行の治
癒及び当事者の救済措置等を規定する。

（表２）「実施に関する基本方針」の要点
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1

入
れ
る
施
設
と
を
ド
ッ
キ
ン
グ
さ
せ
る
施
設
で
あ

り
、
民
間
の
創
意
工
夫
を
生
か
せ
る
事
業
と
な
る
可

能
性
が
あ
る
。
単
な
る
財
政
負
担
軽
減
対
策
で
は
な

く
、
こ
れ
か
ら
の
公
共
施
設
建
設
の
在
り
方
を
示
す

一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
注
目
し
た
い
。
県
内
で
も
実

践
を
前
提
と
し
て
具
体
的
な
事
業
を
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
手
法

に
基
づ
き
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
み
る
時
期
に
来

て
い
る
と
考
え
る
。

◆ 
座
視
す
れ
ば
県
内
産
業
は
衰
退

　

そ
の
理
由
は
、
国
内
で
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
実
施
の
実
績

を
積
ん
だ
企
業
が
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
持
っ
て
県
内

で
公
共
施
設
づ
く
り
を
提
案
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

県
内
の
産
業
界
は
指
を
く
わ
え
て
見
て
い
る
だ
け
に

な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
国
内
の
企

業
だ
け
で
な
く
、
多
種
多
様
な
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
に
取
り

組
ん
で
い
る
欧
州
企
業
の
参
入
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
政
府
と
地
方
公
共
団
体
の
財
政
は
破
た
ん
し
か

か
っ
て
お
り
、
こ
れ
か
ら
は
従
来
の
よ
う
に
多
く
の

公
共
事
業
を
起
せ
そ
う
に
な
い
。
県
や
市
町
村
も
少

な
い
公
共
事
業
の
施
工
が
県
外
企
業
に
流
れ
地
域
内

の
産
業
が
衰
退
し
て
い
く
の
は
見
た
く
な
い
だ
ろ

う
。
地
域
産
業
が
衰
退
す
れ
ば
、
税
収
が
減
る
だ
け

で
な
く
失
業
者
救
済
な
ど
マ
イ
ナ
ス
要
因
対
策
に
公

費
を
割
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な

事
態
を
避
け
る
た
め
に
も
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
を
積
極
的
に

導
入
す
る
必
要
が
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー

ド
が
国
内
の
隅
々
へ
浸
透
す
る
時
代
に
な
っ
て
い

る
。
建
設
業
だ
け
で
な
く
福
祉
、
医
療
、
廃
棄
物
処

理
、
都
市
づ
く
り
な
ど
多
種
多
様
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

が
国
際
競
争
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
官
も
民
も
発
想
の
転
換
が
必
要
に
な
っ
て

い
る
。

◆
事
例
で
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

　

し
か
し
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
の
導
入
は
そ
れ
ほ
ど
楽
で

は
な
い
。
ま
ず
、
公
共
事
業
で
実
施
し
た
場
合
の

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で
行
っ
た
場
合

の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
を
比
べ
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
で

行
っ
た
場
合
の
方
が
資
金
的
に
安
上
が
り
に
な
る
こ

と
を
示
す
か
、
サ
ー
ビ
ス
水
準
が
良
く
な
る
こ
と
を

示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
も
、
三
十
年
程
度

の
長
期
間
に
わ
た
る
推
移
に
つ
い
て
あ
ら
ゆ
る
可
能

性
を
予
測
し
、
事
前
に
リ
ス
ク
を
回
避
す
る
こ
と
を

示
し
、
だ
れ
が
、
ど
ん
な
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
か
、

あ
ら
か
じ
め
契
約
に
盛
り
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
ま
た
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
の
ノ
ウ

ハ
ウ
が
地
方
に
は
乏
し
い
。
金
融
機
関
は
不
動
産
を

担
保
に
と
り
融
資
す
る
手
法
に
加
え
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
に
も
対
応
で
き
る
よ
う
に
な
る
必

要
が
あ
る
。一
般
的
な
事
業
を
想
定
し
た
場
合
で
も
、

数
多
く
の
リ
ス
ク
が
あ
る
（
表
４
参
照
）。
さ
ら
に
、

地
方
公
共
団
体
の
リ
ス
ク
、
建
設
工
事
を
行
う
企
業

の
リ
ス
ク
、Ｐ
Ｆ
Ｉ
事
業
体
が
負
う
リ
ス
ク
が
あ
る
。

事
業
提
案
ま
で
に
膨
大
な
作
業
を
す
る
必
要
が
あ

り
、
面
倒
こ
の
上
な
い
。
だ
が
、
面
倒
と
い
っ
て
ノ

ウ
ハ
ウ
を
取
得
し
な
い
で
い
る
と
、
地
方
の
産
業
は

衰
退
す
る
こ
と
が
避
け
ら
れ
な
い
。
ど
ち
ら
に
転
ん

●　

特　

集
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（表３）千葉市消費生活センター・計量検査所複合施設

１次提案書の審査項目と配点

配点１次提案書の審査項目

25 ①事業の基本的な考え方

20 ②施設の設計・建設に対する考え方

15③施設の維持管理に対する考え方

20④特定計量器定期検査業務の実施に対する考え方

20⑤資金調達及びリスク分担の考え方

100合　　　　　　　　　　　計

民間事業施設を提案する場合は、以下が加算される

10⑥民間事業施設に対する考え方 
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で
も
大
変
な
の
で
あ
れ
ば
、
前
進
す
る
し
か
な
い
。

行
政
だ
け
で
ノ
ウ
ハ
ウ
を
取
得
し
よ
う
と
し
て
も
隔

靴
掻
痒
に
な
る
し
、
民
間
だ
け
で
取
り
組
ん
で
も
全

容
が
つ
か
め
な
い
。
こ
こ
は
、
官
民
一
体
で
研
究
す

る
態
勢
が
必
要
だ
。
既
に
、
多
く
の
県
が
研
究
会
を

立
ち
上
げ
て
い
る
。

　

研
究
活
動
は
、
最
初
は
シ
ン
プ
ル
な
事
例
を
モ
デ

ル
に
し
て
、
Ｐ
Ｆ
Ｉ
の
入
り
口
か
ら
出
口
ま
で
を
シ

ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
い
。
そ
の
次
に
、
医
療
と
か

福
祉
と
か
都
市
づ
く
り
な
ど
複
雑
な
事
業
を
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

幅
広
い
分
野
の
県
内
産
業
が
互
い
に
連
携
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
ソ
フ
ト
ビ
ジ
ネ
ス
が
誕
生
し
、
よ
り
強

固
な
事
業
体
の
育
成
が
可
能
に
な
り
、
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
ー
を
ベ
ー
ス
に
し
た
地
域
振
興
が
可
能
に
な
る

は
ず
だ
。
大
事
な
こ
と
は
、
官
も
民
も
自
分
た
ち
で

汗
を
か
い
て
学
ぶ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
本
的
な
ス

タ
ン
ス
で
臨
ま
な
け
れ
ば
、
県
内
に
ノ
ウ
ハ
ウ
が
蓄

積
さ
れ
な
い
。
地
方
分
権
の
進
展
に
合
せ
た
地
方
の

自
立
の
第
一
歩
に
す
る
好
機
で
も
あ
る
。

●　

Ｐ
Ｆ
Ｉ  
未
来
型
の
施
設
づ
く
り
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 【事業実施前リスク・カッコ内はリスク負担者】
１．ＰＦＩの実施によって、行政の支出が増えるケースの発生（自治体）
２．ＰＦＩの実施によって、市民に対する公共サービスが低下（自治体、県民）
３．ＰＦＩの実施によって、市民の負担（税、支出など）が増える（県民）
４．ＰＦＩの実施によって、民間企業間で既得権をめぐるトラブルが発生する（既存事業
者）
５．住民ニーズに合わない事業がＰＦＩ事業として行われ、行政の支出が増える（行政、
県民）
６．ＰＦＩの取り組みが遅れ、それによって公共事業の支出が増え続ける（県民）
７．金融機関等のプロジェクトファイナンスのノウハウ取得が遅れ、ＰＦＩ事業に着手で
きない（県民、行政、金融機関）
 
 【事業着手段階リスク・カッコ内はリスク負担者】
８．県内企業の取り組みが遅れ、ＰＦＩ事業の立ち上げが遅れる（自治体・県民）
９．当初契約に明記されていないリスクが事業途中で発生した場合。または、当初契約
で官民のリスク分担が偏る（自治体・事業者）
10．入札参加の企画書づくり、落札後の契約書づくりの過程で負担が大きくなる。また
はその費用 軽減措置がない（事業者）
11．事業遂行のための行政情報（補助金、新制度等）の入手がスムーズにいかない（事
業者）
12．専門的なノウハウ、知識を持つ人を身近に確保できない（事業者・自治体）
13．入札で提案したオリジナル企画、独創的な発想が流用される。または、その保護措
置が十分でない（事業者）
14．事業コスト（総合評価）の算出方法（評価方法）についての考え方が行政側と民間
側とで食い違う（自治体・事業者）
15．金融機関など資金供給サイドが体制整備が不十分で、スムーズに資金調達ができな
い（事業者・ 自治体・市民）
16．行政財産の円滑な利用が行えない（事業者・出資者・市民）
17．長期債務負担行為の債務額が適切に設定されない（自治体・市民）
 
 【事業遂行段階リスク・カッコ内はリスク負担者】
18．事業遂行に当たり、公的関与が強く、民間の機動的・柔軟な対応が阻害され、支出
が膨らむ（事業者・施設管理者）
19．事業のキャッシュフローで予定通りの収益が上がらない（出資者・事業者・ 施設
管理者）
20．事業途中で人的経営基盤、事業環境等で異変が発生し事業運営方針が大きく変化す
る（出資者・自治体）
21．事業途中での紛争処理が遅れ、事業継続に遅滞が発生する（事業者・自治体）
22．事業のための用地取得がスムーズに進まない（事業者・出資者・自治体）
23．施設の完成後に欠陥工事が判明し補修が必要になる（事業者・自治体・市民）
24．施設完成後に管理者に帰属する原因で損失が発生する（出資者・事業者・自治体）
25．公共施設の管理に関する法的規制が弾力的な運営を妨げる（管理者・事業者・市
民）
26．官民間でリスク分担、契約が明確でないまま事業を立ち上げ、当事者間にとって灰
色のリスクが発生し事業が進まない（自治体・事業者・管理者・県民）
27．保険機関の損害保険などリスク補填の仕組みが整わないまま事業を起こし、不測の
事態が発生する（金融機関・事業者・自治体）

（表４） ＰＦＩ事業導入に伴い予想される一般的なリスク
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